
 

 令和８年７月 10日 

 

電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集 

－公共ブロードバンド移動通信システムの周波数拡張に係る制度整備－ 

 

総務省は、電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号）の一部を改正す

る省令案等について、令和８年７月 11日（土）から同年８月 10日（月）までの間、意見

を募集します。 

 

1. 概要 

公共ブロードバンド移動通信システム（以下「公共 BB」）は、VHF帯を活用し映像等の伝

送を可能とする自営用ブロードバンド無線システムとして、公共機関で利用されています。 

このたび、V-High帯マルチメディア放送の終了に伴い、当該周波数の一部を公共 BBへ割

り当てるため、情報通信審議会（会長：遠藤 信博 日本電気株式会社特別顧問）からの一

部答申を踏まえ、電波法施行規則の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該改正

案について意見募集を行います。 

 

2．意見募集対象等 

（1）定めようとする命令等及び根拠法令条項一覧 

定めようとする命令等及び根拠法令条項一覧表（別紙１）のとおり 

（2）意見募集対象 

公共ブロードバンド移動通信システムの周波数拡張に係る制度改正案（別紙２）のと

おり 

（3）意見提出期間 

令和８年７月 11 日（土）から令和８年８月 10日（月）＜必着＞（郵送による提出の場

合、締切日の消印有効とします。） 

詳細については、意見公募要領（別紙３）を御覧ください。 

 

3．今後の予定 

意見募集の結果を踏まえ、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定

です。 

 

4．資料の入手方法 

資料については、総務省 総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 重要無線室

（総務省 10 階）において閲覧に供するとともに配布します。また、e-

Gov(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。 

https://www.e-gov.go.jp/


 

＜関係報道資料＞ 

・「V-High帯域における公共ブロードバンド移動通信システム及び狭帯域 IoT通信シス

テムに関する技術的条件」のうち「公共ブロードバンド移動通信システムの周波数拡

張及び狭帯域 IoT 通信システムの導入に係る技術的条件」－情報通信審議会からの一

部答申－ 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban13_02000131.html 

 

 

連絡先 

 総務省 総合通信基盤局 電波部 

基幹・衛星移動通信課 重要無線室 

 担当：福川課長補佐、中島係長 

住 所：〒100－8926 

      東京都千代田区霞が関２－１－２  

      中央合同庁舎２号館  

 電 話：03-5253-5888 

 E-mail：j-musen_atmark_soumu.go.jp 

（スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています

ので、ご送信の際は、「@」に変更してください。）  

 

 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban13_02000131.html


定めようとする命令等及び根拠法令条項一覧表

意見募集対象 根拠規定

（１） 電波法施行規則（昭和25年電波監理委員会規則第14号）の一部を改正する省令案 電波法(昭和25年法律第131号）

（２） 平成二十二年総務省告示第三百七号（二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局
の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件）の一部を改正する告示案

無線設備規則（昭和25年電波監理委員
会規則第18号）別表第３号第50

（３） 電波法関係審査基準（平成13年総務省訓令第67号）の一部を改正する訓令案 電波法（昭和25年法律第131号）第7
条第1項、行政手続法第５条第１項

【意見公募対象一覧】

別紙１
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一頁 

○ 総 務 省 訓 令 第  号  

 電 波 法 関 係 審 査 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和   年   月   日  

                                 総 務 大 臣  林   芳 正   

 

   電 波 法 関 係 審 査 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令  

 電 波 法 関 係 審 査 基 準 （ 平 成 13 年 総 務 省 訓 令 第 67 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後

欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て

掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。） は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一

の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄

に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄

に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に

こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  

 



 

二頁 

 
改  正  後 改  正  前 

［別表１～別表３ 略］ ［別表１～別表３ 同左］ 

［別紙１ 略］ ［別紙１ 同左］ 

別紙２（第５条関係）無線局の目的別審査基準 別紙２（第５条関係）無線局の目的別審査基準 

［第１ 略］ ［第１ 同左］ 

第２ 陸上関係 第２ 陸上関係 

［１ 略］ ［１ 同左］ 

２ 公共業務用無線局 ２ 公共業務用無線局 

 [⑴～(20) 略］  [⑴～(20) 同左］ 

(21) 200MHz帯広帯域移動無線通信システムの無線局 (21) 200MHz帯広帯域移動無線通信システムの無線局 

200MHz帯広帯域移動無線通信システムの無線局の審査は、次の基準により行う。 200MHz帯広帯域移動無線通信システムの無線局の審査は、次の基準により行う。 

［ア～キ 略］ ［ア～キ 同左］ 

ク 周波数 ク 周波数 

  周波数については、次の表に掲げるチャネルに含まれる周波数から、(ア)及び(イ)のとお

り指定する。 

 周波数については、次の表に掲げるチャネルに含まれる周波数から、(ア)から(キ)までの

とおり指定する。 

チャネル番号 チャネル 

［略］ ［略］ 

６ 197.5MHzから202.5MHzまでの周波数 

７ 202.5MHzから207.5MHzまでの周波数 

８ 207.5MHzから212.5MHzまでの周波数 

９ 212.5MHzから217.5MHzまでの周波数 
 

チャネル番号 チャネル 

［同左］ ［同左］ 

６ 197.5MHzから202.5MHzまでの周波数 

 

(ア) チャネル番号１から６までのチャネルに含まれる周波数にあっては、次のとおり指定

する 

(ア) 国、地方公共団体等が開設する無線局については、共通波として共通波に用いられる

チャネル番号のチャネルに含まれる周波数から必要な周波数を、主運用波として当該チ

ャネルとチャネル番号の異なる一のチャネルに含まれる周波数から必要な周波数を指定

し、当該無線局の開設の目的を達成するために希望している場合には、第二運用波とし

てそれらのチャネルのいずれともチャネル番号の異なる一のチャネルに含まれる周波数

から必要な周波数を指定することができる。 

A 国、地方公共団体等が開設する無線局については、共通波として共通波に用いられる

チャネル番号のチャネルに含まれる周波数から必要な周波数を、主運用波として当該チ

ャネルとチャネル番号の異なる一のチャネルに含まれる周波数から必要な周波数を指定

し、当該無線局の開設の目的を達成するために希望している場合には、第二運用波とし

てそれらのチャネルのいずれともチャネル番号の異なる一のチャネルに含まれる周波数

から必要な周波数を指定することができる。 

 

B 指定公共機関等が開設する無線局については、共通波として共通波に用いられるチャ

ネル番号のチャネルに含まれる周波数から必要な周波数を、主運用波として当該チャネ

ルとチャネル番号の異なる一のチャネルに含まれる周波数から必要な周波数を指定する
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ことができる。 

C ５MHz以外のチャネル間隔に係る周波数については、５MHzのチャネル間隔に係る周波

数と併せて指定する場合に限り、指定する。 

 

D 一の免許人に対し、二以上の200MHz帯広帯域移動無線通信システムの無線局の免許を

与える場合にあっては、一の免許人所属の２局目以降の200MHz帯広帯域移動無線通信シ

ステムの無線局に係る主運用波及び第二運用波には、それぞれ既に免許している200MHz

帯広帯域移動無線通信システムの無線局に係る主運用波及び第二運用波と同一のチャネ

ル番号のチャネルに含まれる周波数から指定する。 

 

E 主運用波に限り、移動範囲に上空を含むことができる。この場合において、「この周

波数の使用は、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、上空で使用することが

できる。」旨の附款を付すものとする。 

 

F 共通波については、「この周波数の使用は、災害時に他の免許人所属の無線局との相

互通信に使用するものとする。ただし、他の無線局の運用に妨害を与えない場合には、

免許人所属の無線局相互間の通信に使用することができる。」旨の附款を付すものと

し、移動範囲に上空を含む場合は、「この周波数の使用は、上空を除く。」旨の附款を

付すものとする。 

 

G 第二運用波については、「この周波数の使用は、他の免許人所属の無線局相互間の通

信を行う無線局の運用に妨害を与えない場合に限る。」旨の附款を付すものとし、移動

範囲に上空を含む場合は、「この周波数の使用は、上空を除く。」旨の附款を付すもの

とする。 

 

(イ) チャネル番号７から９までのチャネルに含まれる周波数にあっては、次のとおり指定

する 

(イ) 指定公共機関等が開設する無線局については、共通波として共通波に用いられるチャ

ネル番号のチャネルに含まれる周波数から必要な周波数を指定することができる。 

A チャネル番号７から９までのチャネルに含まれる周波数は、Bに規定する場合を除

き、(ア)に掲げるチャネル番号のチャネルに含まれる周波数の指定を受けている免許人

以外のものに指定する。ただし、申請者が初めて当該周波数の指定を受けた無線局の免

許の有効期間中に開設される予定の無線局数が一のチャネル番号のチャネルに含まれる

周波数当たり、100局（一のチャネル番号のチャネルに含まれる周波数を効率的に利用

するものとして、都道府県単位での利用に換算して、一都道府県当たり１対向（２局）

程度を運用することを想定した局数。B及びCにおいて同じ。）以上である場合に限る。 

 

B (ア)に掲げるチャネル番号のチャネルに含まれる周波数の指定を受けている免許人に

チャネル番号７から９までのチャネルに含まれる周波数を指定する場合は、当該免許人

が現に指定を受けている主運用波を使用する無線局が現に100局以上開設されており、

かつ、当該免許人が新たにチャネル番号７から９までのチャネルに含まれる周波数の指

定を受けた無線局の免許の有効期間中に開設される予定の無線局数が一のチャネル番号

のチャネルに含まれる周波数当たり、100局以上である場合に限る。 

 

C A又はBの規定により指定を受けたチャネル番号のチャネルに含まれる周波数に加え、

当該チャネルとチャネル番号の異なるチャネルに含まれる周波数を指定する場合は、当
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該免許人が新たに当該周波数の指定を受けた無線局の免許の有効期間中に開設される予

定の無線局数が一のチャネル番号のチャネルに含まれる周波数当たり、100局以上であ

る場合に限る。 

D AからCまでの規定による審査に当たっては、初めて又は新たに周波数の指定を受けた

200MHz帯広帯域移動無線通信システムの無線局の免許の有効期間における開設計画に係

る資料の提出を求め、当該無線局の免許の有効期間中に開設される予定の無線局数を確

認するものとする。 

 

［削る］ (ウ) ５MHz以外のチャネル間隔に係る周波数については、５MHzのチャネル間隔に係る周波

数と併せて指定する場合に限り、指定すること。 

［削る］ (エ) 一の免許人に対し、二以上の200MHz帯広帯域移動無線通信システムの無線局の免許を

与える場合にあっては、一の免許人所属の二番目以降の無線局に係る主運用波及び第二

運用波には、それぞれ既に免許している無線局に係る主運用波及び第二運用波と同一の

チャネル番号のチャネルに含まれる周波数から指定する。 

［削る］ (オ) 主運用波に限り、上空での利用を可能とする。その場合、「この周波数の使用は、他

の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、上空で使用することができる。」旨の附

款を付して指定する。 

［削る］ (カ) 共通波については、「この周波数の使用は、災害時に他の免許人所属の無線局との相

互通信に使用するものとする。ただし、他の無線局の運用に妨害を与えない場合には、

免許人所属の無線局相互間の通信に使用することができる。」旨の附款を付して指定す

る。 

また、移動範囲に上空を含む場合は、「この周波数の使用は、上空を除く。」旨の附

款を付して指定する。 

［削る］ (キ) 第二運用波については、「この周波数の使用は、他の免許人所属の無線局相互間の通

信を行う無線局の運用に妨害を与えない場合に限る。」旨の附款を付して指定する。 

また、移動範囲に上空を含む場合は、「この周波数の使用は、上空を除く。」旨の附

款を付して指定する。 

［ケ・コ 略］ ［ケ・コ 同左］ 

サ 他の無線局への干渉回避 サ 他の無線局への干渉回避 

［(ア) 略］ ［(ア) 同左］ 

(イ) クに掲げる表のチャネル番号８及び９に含まれる周波数の電波の使用に当たっては、

222MHzを超え230MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局へ干渉の

影響を与えないよう、設置場所の選択、フィルタの追加等の必要な措置を講じられてい

ること。 

［新設］ 

(ウ) ［略］ (イ) ［同左］ 

［シ 略］ ［シ 同左］ 

 [(22) 略］  [(22) 同左］ 

 ［３・４ 略］  ［３・４ 同左］ 
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   附 則 

この訓令は、令和 年 月 日から施行する。 
 

［第３～第５ 略］ ［第３～第５ 同左］ 

［別紙３ 略］ ［別紙３ 同左］ 

備考 表中の［ ］の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。 



 

意見公募要領 

 

１ 意見公募対象 

電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集 

－公共ブロードバンド移動通信システムの周波数拡張に係る制度整備－ 

 

２ 意見公募の趣旨・目的・背景 

別添の報道資料の「１ 概要」のとおり。 

 

３ 資料入手方法 

e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄及び総務省ホームペ

ージ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄に掲載するとともに、連絡先窓口にお

いて配布することとします。 

 

４ 意見の提出方法・提出先 

下記（１）の場合は、意見提出フォームに郵便番号、氏名及び住所（法人又は団体の

場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は

電子メールアドレス）を記載の上、意見提出期限内に提出してください。 

下記（２）又は（３）のいずれかの場合は、意見書（別紙様式）に氏名及び住所（法

人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）、並びに連絡先

（電話番号又は電子メールアドレス）を明記の上、意見提出期限までに提出してくださ

い。 

  なお、提出意見は必ず日本語で記入してください。 

 

（１）e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)を利用する場合 

e-Gov（https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1050）の意見提出フォームから御

提出ください。 

なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、（２）によ

り提出してください。 

 

（２）電子メールを利用する場合 

 電子メールアドレス： j-musen_atmark_soumu.go.jp 

総務省 総合通信基盤局 電波部 

基幹・衛星移動通信課 重要無線室 宛て 

 ※スパムメール防止のため@を「_atmark_」としております。送信の際には恐れ入りま

すが、@に修正の上、お送りくださいますようお願いします。 

別紙３ 



 

 ※意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、（１）の e-Gov

を極力御利用くださいますよう、御協力をよろしくお願いいたします。 

※メールに直接意見を書き込んでくださいますようお願いします。添付ファイルを送

付する場合、ファイル形式は、テキストファイル、マイクロソフト社 Word ファイ

ル、ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してください（他のファイル形式

とする場合は、担当までお問合せください。）。 

 ※電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて 10MB となって

います。 

 

（３）郵送する場合 

 〒100-8926 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

 総務省 総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 重要無線室 宛て 

 別途、意見の内容を保存した光ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合

があります。その場合の条件は次のとおりです。 

 ○ディスクの種類：CD-R、CD-RW、DVD-R 又は DVD-RW  

 ○ファイル形式：テキストファイル、マイクロソフト社 Word ファイル又はジャストシ

ステム社一太郎ファイル（他のファイル形式とする場合には、事前に担当者までお問い

合わせください。） 

 ○ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載してください。 

なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承くだ

さい。 

 

５ 意見提出期間 

令和８年７月１１日（土）から令和８年８月１０日（月）まで（必着） 

（郵送による提出の場合、締切日の消印有効） 

 

６ 留意事項 

・意見が 1000 字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。また、それぞれの

意見には、当該意見の対象である命令等の案の名称、そのページ等を記載して下さい。 

・提出された意見は、e-Gov 及び総務省ホームページに掲載するほか、総務省 総合通信

基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 重要無線室にて配布又は閲覧に供します。 

・御記入いただいた氏名（法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者及び連絡担当

者の氏名）、住所（所在地）、電話番号、電子メールアドレスは、提出意見の内容に不明

な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。 

・なお、提出された意見とともに、意見提出者名（法人又は団体にあってはその名称及び

代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。）を公表する場合



 

があります。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名について、匿名を希

望される場合には、その旨を記入してください（連絡担当者の氏名は公表しません。）。 

・意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。 

・意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象である命令等の案以外について

の意見については、提出意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ御了

承ください。 

・提出された意見は、結果の公示の際、必要に応じ整理・要約したものを公示することが

あります。その場合には、提出された意見を連絡先窓口に備え付け、閲覧に供しますの

で、あらかじめ御了承ください。 

・提出された意見を公示又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあると

き、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公示又は公にす

ることがありますので、あらかじめ御了承ください。 

 

連絡先窓口 

 総務省 総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 重要無線室 

 担 当：福川課長補佐、中島係長 

 電 話：03-5253-5888 

 E-mail：j-musen_atmark_soumu.go.jp 

 

※迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。 

メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。 

 

  



 

意 見 書 

 

令和  年  月  日 

 

総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 

重要無線室 あて 

 

              郵便番号 

              （ふりがな） 

              住所（所在地） 

              （ふりがな） 

              氏名（法人又は団体名等）（注１） 

              電話番号 

              電子メールアドレス 

 

 「電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集 －公共ブロードバンド移

動通信システムの周波数拡張に係る制度整備－」に関し、別紙のとおり意見を提出しま

す。 

 

注１ 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。併せて、連絡

担当者の氏名を記載すること。 

注２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。別紙にはページ番号を記載する

こと。 

 

 

  



 

別紙様式 

 

該当箇所 御意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


